
第２回火薬小委員会 
資料２ 

実包火薬庫技術基準改正の検討について（案） 

 

平成２６年３月１４日 

商務流通保安グループ 

鉱山・火薬類監理官付 

 

１．検討の趣旨 

火薬類取締法（昭和２５年法律第１４９号。以下、「法」という。）第１１条

に基づき、火薬類は火薬庫において貯蔵しなければならず、火薬庫の設置は、

法第１２条に基づき、火薬類取締法施行規則（昭和２５年通商産業省令第８８

号。以下、「規則」という。）第２２条～第３１条の３の技術基準を遵守しなけ

ればならない。また、火薬庫のうち実包又は空包を貯蔵する実包火薬庫は、規

則第２３条に基づき、保安物件1との間に十分な保安距離2を確保し、万一の爆

発に備えることが必要となっている。 

昨今の実包火薬庫周辺環境をみると、周辺に住宅地が接近するといった市街

地化の進展等により十分な保安距離を確保できず、貯蔵量の削減を余儀なくさ

れるケースが見受けられる。また、自然災害に伴う火薬庫内の火薬類が流出す

る事故が発生しており、山間部に実包火薬庫を設置する場合には土砂崩れや土

石流等の自然災害に巻き込まれる可能性があることを示している。 

実包火薬庫の移転や貯蔵量の減少を余儀なくされている実状を踏まえ、実包

火薬庫の安全性の確認実験で得られた知見を基に、実包火薬庫の貯蔵量に応じ

た保安距離の見直し等技術基準の改正についての検討を行う。 

今回、上記検討を行うに当たり、技術基準の改正の方向性について本小委員

会にお諮りし、その結果を基に、今後、産業火薬保安ＷＧにおいて技術的な観

点からその安全性についての検討を行うこととしたい。 

 

２．実包火薬庫の安全性の確認実験の実施〈別添参照〉 

 平成２４年度に実施した「実包火薬庫の設置に係る技術基準検討事業」（委

託事業）において、実包を加熱したときの発火温度やその挙動、伝火（実包を

並べた状態で片側の実包を加熱、発火させた時のもう一方の実包への発火等の

影響）状況等を確認した。また、実包火薬庫の周辺家屋や火薬庫内部の火災を

想定した実証実験を行い、実包の爆発、伝爆のリスクについての評価を行った。 

上記実証実験は、具体的には、法の技術基準に従った実包火薬庫に実包 

                                                 
1火薬庫の万一の発火又は爆発による影響から保護しなければならない物件のこと。国宝建造物、学校、市

街地の家屋等が該当する（規則第１条第１１号～第１４号）。 
2 火薬庫における不慮の爆発に際しての危害を考慮し、予めその附近の物件に対して保有しておかなけれ
ばならない距離のこと。 



 

 
 

１７２，０００個を貯蔵した状態で、火薬庫周辺の火災を模した外部火災実験

を行い、さらに、実包火薬庫内に実包１，０００個を貯蔵した状態で、火薬庫

の内部火災を模した内部火災実験を行い、それぞれのケースにおいて貯蔵した

実包の挙動、火薬庫内の温度等の各種データを取得した。  

 

３．実験結果と改正の方向性 

実包火薬庫に関する安全性確認実験から得られたデータに基づく評価結果

から、実包及び空包の最大貯蔵量が１０万個までの実包火薬庫について、遵守

しなければならない技術基準を以下のとおり改正する方向で検討することと

したい。 

 

○保安距離（規則第２３条）〈表１参照〉 

 貯蔵量１０万個（実証実験は安全を考慮し実包１７．２万個により実施。）

における実包火薬庫の実証実験において、外部火災実験では火薬庫内部の

急激な温度上昇は見られず、貯蔵された実包の発火等は確認されなかった。

また、内部火災実験では、燃焼する実包の挙動を確認するために故意に入

口の扉を開放して実施したところ、入口からの実包の飛び出し以外の事象

は確認されなかった。 

実包火薬庫が外部の火災にさらされ、又は火薬庫内部に火災が発生した

時の危険性を考慮した場合、実証実験結果から、現行の構造等の基準に則

した実包火薬庫にあっては、外部火災による内部の実包等への熱の影響や、

内部火災により実包が発火した場合の外部への影響を防止するための性能

を有していることが明らかとなった。 

また、発火した実包の保有エネルギーは低く、実包庫の外扉（厚さ３ｍ

ｍ以上の鉄板）を閉じていれば実包の飛散を阻止することは十分に可能で

あることが確認された。 

以上のことから、実包及び空包の最大貯蔵量が１０万個までの実包火薬

庫については、保安距離をとらなくてもよいこととする。 

  

○避雷装置（規則第２４条第１２号）〈表２参照〉 

 設置が義務づけられている火薬庫の避雷装置は、落雷による火薬庫内部

の火薬類への着火による不慮の火災を防止することが設置の主な目的であ

ると考えられる。 

実証実験結果から、貯蔵する実包の爆発や伝爆の発生は認められず、更

に、最大貯蔵量１０万個以下の実包火薬庫については、万一の内部火災に

よる実包の発火に対する外部への影響を防止するための性能を有している



 

 
 

ことが明らかとなった。 

以上から、当該避雷装置の設置義務を課さないこととする。 

 

○空地（規則第２４条第１４号）〈表２参照〉 

 火薬庫の境界には、野火や山火事等による延焼を防止するための、幅２

メートル以上の防火のための空地を設けることになっているが、外部火災

実験では、火薬庫内部の急激な温度上昇は見られず、貯蔵された実包の燃

焼等は確認されなかった。 

現行の構造等の基準に則した実包火薬庫にあっては、外部火災が発生し

た際に、内部の実包等への影響を防止するための性能を有していることが

明らかとなった。 

以上から、当該空地の設置義務を課さないこととする。 

 

４．今後の予定 

 ５月頃 産業火薬検討ＷＧによる検討 

     パブリックコメント 

     火薬類取締法施行規則の改正 

 

 

  



 

 
 

表１ 火薬類取締法施行規則第２３条第１項〈保安距離〉の表（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実包薬量換算（火薬類取締法施行規則第１条の６） 

 ・爆薬１トンに換算される「実包又は空包」の数：２００万個 

 

 ○上記から、「実包又は空包」１０万個の爆薬換算量は０．０５トン 

  

第四種保

安物件

第三種保

安物件

第二種保

安物件

第一種保

安物件
（以上） （以上） （以上） （以上）

メートル メートル メートル メートル

170 270 480 550
160 260 460 520

160 250 440 500
150 230 410 470

140 220 380 440
130 210 370 430

130 210 370 420
130 210 360 420

130 200 350 410
120 200 350 400

120 190 340 390
120 190 330 380

110 180 320 370
110 180 310 360

110 170 300 340
100 170 290 330

100 160 280 320
95 150 270 310

90 150 250 290
85 140 240 280

80 130 220 260
70 120 200 230

60 100 180 200
50 80 140 160

45 70 120 140
40 65 110 130

35 55 95 110
30 45 80 95

25 40 65 750.1
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表２ 実包火薬庫の位置、構造、設備基準（規則第２７条の４） 

１ 火薬庫の位置は、湿地を避けて選定すること（第２４条第１号）。 

２ 構造は、平家建の鉄筋コンクリート造、煉瓦造、コンクリートブロツク造または石造と

し、基礎は堅ろう高位とし、かつ、排水に留意すること（第２４条第２号）。 

３ 入口の扉は、二重扉とし、外扉は耐火扉で厚さ三ミリメートル以上の鉄板とし、かつ、

適当に補強し、内扉と外扉にはそれぞれ錠（外扉にあつては、なんきん錠およびえび錠

を除く。）を使用する等の盗難防止の措置を講ずること（第２４条第４号）。 

４ 窓を設ける場合には、地盤面から一・七メートル以上の高さとし、その数は火薬庫の大

きさに応じ採光を考慮して定め、かつ、十センチメートル以下の間隔で直径一センチメ

ートル以上の鉄棒をはめこみ、内方には不透明ガラスを使用した引戸を、外方には外か

ら容易に開くことのできないような防火扉を備えること（第２４条第５号）。 

５ 搬出入装置を有する火薬庫以外の火薬庫の床は、地盤面より三十センチメートル以上の

高さとし、かつ、床下には火薬庫の大きさに応じ三個以上の通気孔を設け、金網張りと

し、かつ、幅二十センチメートル以上の通気孔には、約五センチメートル間隔で直径一

センチメートル以上の鉄棒をはめこむこと（第２４条第６号）。 

６ 搬出入装置を有する火薬庫以外の火薬庫の内面は板張りとし、火薬庫の床面には鉄類を

表わさないこと（第２４条第７号）。 

７ 換気孔は、金網張りとし、火薬庫の大きさに応じ天井に一個以上を設け、かつ、天井裏

から外部に通ずるように両つまに各一個以上を設けること（第２４条第８号）。 

８ 火薬庫に暖房の設備を設けるときは、温水以外のものを使用しないこと（第２４条第９

号）。 

９ 火薬庫内に照明設備を設ける場合には、防爆式の電灯を用い、配線は、金属線ぴ工事、

金属管工事、がい装ケーブルを使用するケーブル工事等によるものとし、自動遮断器ま

たは開閉器は、火薬庫外に設けること（第２４条第１０号）。 

１０ 火薬庫には、避雷装置を設けること（第２４条第１２号）。 

１１ 火薬庫には、その境界に沿い幅二メートル以上の防火のための空地を設け、附近には貯

水槽を備え、警戒札を建てる等の防火設備および警戒設備を設けること（第２４条第１

４号）。 

１２ 火薬庫には、警鳴装置を設置すること、ただし、見張所等を設置し、見張人を常時配置

する場合には、この限りでない（第２４条第１６号）。 

１３ 火薬庫の壁は、鉄筋コンクリート造の部分にあつては厚さ二十センチメートル以上、煉

瓦造、コンクリートブロツク造または石造の部分にあつては三十センチメートル以上と

すること（第２７条の４第１号）。 

１４ 火薬庫の屋根は、厚さ二十センチメートル以上の鉄筋コンクリート造とすること（第２

７条の４第２号）。 

１５ 火薬庫の外部には、できるだけ夜間点燈すること（第２７条の４第３号）。 



 

 
 

実包火薬庫安全性確認のための実証実験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．予備実験（伝爆試験） 

 予備実験に使用した実包は次の通り。薬量は３～４g。２７０ＷＩＮは、国内

で流通する狩猟用実包の中では薬量が極めて多い。用途は主に大型ほ乳動物の

狩猟等に使用される。３００Ｈ＆Ｈは一般に国内では流通しておらず、銃の耐

久性等の試験に用いられる。 

 

別添 

図 1-1-1 270WIN（上） 300H&H（下）  

目次 

１．予備実験（伝爆試験） 

 １）加熱試験①〈水平並列〉 

 ２）加熱試験②〈垂直並列〉 

 ３）加熱試験③〈重並列〉 

１－２．予備実験（飛翔試験） 

１－３．予備実験（初速、飛距離等測定試験） 

 １）弾頭の初速と飛距離 

２）弾頭衝突による損傷試験 

①被衝突体 材質：発泡スチロール 

②被衝突体 材質：合板 

③被衝突体 材質：コンクリート 

２．本実験 

 １）外部火災実験 

２）内部火災試験 



 

 
 

 

 １）加熱試験①〈水平並列〉 

 ○実験内容 

   実包２個を並列に並べ、片方の実包を横からのトーチバーナの炎により

加熱、発火させた時のもう片方の実包への伝爆の有無等を確認した。 

 

 ○実験結果 

   加熱された実包はバーナー側実包表面温度２００℃程で、雷管部やネッ

ク部（薬莢の絞り部）の破裂、弾頭の飛翔が見られた。隣接実包への伝爆

は見られなかった。 

 

 

  

 

 

 ２）加熱試験②〈垂直並列〉 

○実験内容 

   実包２個を垂直並列に並べ、片方の実包を下からのガスバーナの炎によ

り鉄板を介して加熱、発火させた時のもう片方の実包への伝爆の有無等を

確認した。 

 

 ○実験結果 

   加熱された実包は鉄板側実包表面温度２４０℃程で、雷管部やネック部

（薬莢の絞り部）の破裂、弾頭の飛翔が見られた。隣接実包への伝爆は見

られなかった。 

 

 

 

図 1-1-3 300H&H（実験 3 回目）  図 1-1-2 水平並列実験方法  



 

 
 

 

 

 

 ３）加熱試験③〈重並列〉 

○実験内容 

   実包を梱包状態で２０個並べ、横からのトーチバーナの炎により加熱、

発火させた時の梱包内の実包への伝爆の有無等を確認した。 

 

 ○実験結果 

 加熱された実包は箱内側温度２６０℃程で、雷管部やネック部（薬莢の絞

り部）の破裂が見られ、隣接実包への伝爆は見られなかった。なお、外箱の

燃焼により内部の樹脂ホルダーは溶け、１個目の実包が破裂した後の注水消

火中にさらにもう１個の実包が破裂するケースも見られた。 

 

 

 

     

 

図 1-1-4 垂直並列実験方法  図 1-1-5 300H&H（実験１回目）  

図 1-1-6 重並列実験方法  

図 1-1-7 270WIN（実験 2 回目）  図 1-1-8 270WIN（実験 3 回目、発火は  
加熱中１個、消火開始後１個が破裂した。） 



 

 
 

１－２．予備実験（飛翔試験） 

○実験内容 

   実包を横からのトーチバーナの炎により加熱、発火させた時の弾頭の飛

距離、初速を測定した。 

 

 ○実験結果 

 加熱により破裂した実包の弾頭の初速は１８．９～２８．２ｍ/ｓであり、

飛翔した弾頭は数メートル先の位置に着地したあと、最大で２７．２ｍまで

到達するものがあった。 

   

 
 

 
 

 

  

 

 

図 1-2-1 飛翔実験方法  図 1-2-2 300H&H（実験 3 回目）  

表 1-2-1 飛翔実験結果一覧  



 

 
 

１－３．予備実験（初速、飛距離等測定試験） 

 １）弾頭の初速と飛距離 

○実験内容 

   市販のスリングショット（ゴム鉄砲）を用いて、ゴムの伸びと弾速の関

係、弾頭の初速と飛距離の関係を確認した。 

 

  ○実験結果 

 ゴムの伸び、弾頭の初速、飛距離の結果は表 1-3-1 のとおり。 

 

 

   

 

 

 

図 1-3-2 実験の様子  

表 1-3-1 弾頭の初速と飛距離  

図 1-3-1 スリングショット  



 

 
 

 ２）弾頭衝突による損傷試験 

○実験内容 

二種類の弾頭について、異なる初速により被衝突体（〈材質〉発泡スチロ

ール、合板、コンクリート）の損傷状況を確認した。 

 

 ○実験結果 

 損傷等結果は表 1-3-2、1-3-3、1-3-4 のとおり。飛翔実験では、実包は破

裂の際、弾頭がおよそ１９～２８ｍ／ｓの初速度で飛翔することが確認され

ているが、当該実験により、数ミリの合板を損傷させる程の威力であること

が確認できた。 

 

 

①被衝突体 材質：発泡スチロール 

 
 

   

 

 

    

表 1-3-2  弾頭と損傷の関係（発泡スチロール）  

図 1-3-3 貫通状況（表 1-3-2「番号 3」） 図 1-3-4 損傷状況（表 1-3-2「番号 12，13」） 



 

 
 

②被衝突体 材質：合板 

 

 

      

 

 

  ③被衝突体 材質：コンクリート 

 

 

図 1-3-5 貫通状況（表 1-3-3「番号 10」） 図 1-3-6 損傷状況（表 1-3-3「番号13，14」）  

表 1-3-3  弾頭と損傷の関係（合板）  

表 1-3-4  弾頭と損傷の関係（コンクリート）  



 

 
 

 

 

 

２．本実験 

 １）外部火災実験 

○実験内容 

火薬類取締法に定められた技術基準に沿った実包火薬庫に実包１７．２万

個を設置した状態で、薪と灯油による外部火災を模した実験（火炎に対する

暴露時間はおよそ６０分）を行い、設置した実包の挙動、火薬庫内の温度等

の各種データを取得した。 

 

 ○実験結果 

 火炎の温度は８００℃を越え、コンクリート外壁の温度は最大５４３℃ま

で上昇したが、コンクリート内壁の温度は最大２３℃（外気温程度）であり、

室内温度は最も高いところで４６．２℃であった。本実験の結果、厚さ２０

㎝の鉄筋コンクリート壁は一定の断熱性能を有し、およそ６０分の火炎にお

いては実包火薬庫内部の雰囲気温度は、実包が破裂する温度には至らないこ

とが確認された。 

 

 

 

 

図 1-3-7 損傷状況（表 1-3-4「番号 3，4」） 



 

 
 

  

 

    

 

   
 

  

図 2-1 実包火薬庫俯瞰図  図 2-2 実包火薬庫外観  

図 2-3 実包火薬庫内部  図 2-4 実包の設置状況  

図 2-5 薪の設置状況  図 2-6 薪による外部模擬火災状況  



 

 
 

 

 

 

 

  

表 2-1 外部火災実験時の熱電対温度（℃）  

コンクリート内壁温度 
コンクリート外壁温度 

火炎温度 

室内温度最大値 

図 2-7 熱電対温度計測位置  



 

 
 

 ２）内部火災実験 

○実験内容 

実包火薬庫内部に実包１千個を設置し、外扉を開けた状態で薪と灯油によ

る内部火災を模した実験を行い、設置した実包の挙動、火薬庫内の温度等の

各種データを取得した。 

 

 ○実験結果 

 点火後、火炎温度は急速に上昇し、実包の入った段ボール中に設置した熱

電対温度が点火１０６秒後に２４０℃に達すると実包の破裂音が聞こえ始

め、１０分を過ぎると破裂音は聞こえなくなった。燃焼により、設置した実

包は順次破裂し、その一部は扉開放部から外に飛散したが、１千個の実包が

一斉に爆発することはなかった。なお、コンクリート外壁の温度に主立った

変化は見られなかった。 

 

 

 
 図 2-8 内部模擬火災の様子  



 

 
 

 
 

 

 

 

表 2-2 扉開放部から飛散し回収された試料一覧 （単位：ｇ（グラム）） 


